
令和８年度東京都北区一般廃棄物処理実施計画 

（東京都北区告示第 283 号） 
東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成 11 年東京都北区条例第 28 号。以下「条例」とい

う。）第 32 条第 1 項及び東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する規則（平成 12 年東京都北区規則第 4
号。以下「規則」という。）第 19 条の規定に基づき、北区一般廃棄物処理基本計画の実施のために必要な令和

７年度の事業について定める実施計画を次のとおり告示する。 
 

令和８年４月１日 
 

東京都北区長 山田 加奈子    
 
１ 施行区域 

北区全域 
 
２ 計画期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
 
３ 一般廃棄物の年間の処理量の見込み 
（１）ごみ、資源             ８７，６７８ｔ 
（２）し尿、浄化槽汚泥等        ７１０．８ｋｌ 
（３）動物死体             ８８９頭 

 
４ 一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項 
ごみの減量のため、発生抑制・排出抑制を中心とした取り組みを実施する。 
（１）区民・事業者・区の協働による３Ｒの推進 

○ 区民主体の集団回収への支援事業の拡充 
○ 区民へのきめ細かい情報提供・情報の「見える化」の実施 
○ 環境学習などによる人材育成の推進 
○ エコー広場館を拠点とするリサイクル活動の支援 
○ 事業者等の自主的な取り組みの推進 

（２）さらなるごみの減量化と資源の有効利用の推進 
①品目別の減量化と資源の有効活用 
 ○ 生ごみの減量の推進 
 ○ 雑がみの資源化の充実 
○ 不燃ごみ・粗大ごみの資源化の推進 

 ○ プラスチックの資源循環の促進 
 ○ 民間事業者との連携による３Ｒの推進 
②食品ロスの削減の推進【食品ロス削減推進計画】 
 ○ 教育及び学習の振興、普及活動 
○ 食品関連事業者等の取り組みに対する支援 
○ 表彰、実態調査等の実施・推進について 
○ 先進的な取り組みの情報収集及び提供 
○ 未利用食品等を提供するための活動の支援 

③事業系ごみの減量 
 ○ 事業者の規模や業種に合わせた排出指導の実施 
○ 効果的な排出指導体制の構築 
○ 事業者のごみ減量の取組みに対する支援 

 



（３）安全で安心なごみの適正処理の推進 
○ 効率的な収集運搬体制の構築 
○ 個別の状況に応じたきめ細かい収集の実施 
○ 安全な収集運搬体制の構築 
○ 事業経費の分析と情報提供の実施 
○ ごみ集積所・資源回収ステーションの安定的な管理 
○ 清掃事業関連施設の有効活用 

 
５ 分別収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分並びに一般廃棄物の適正な処理及びこれ

を実施する者に関する基本的事項等 
別表のとおり 

 
６ 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 
中間処理施設の管理・運営は東京二十三区清掃一部事務組合が行う。 

 
７ 一般廃棄物処理業の許可に関する方針 
（１）基本的考え方 

一般廃棄物処理業の許可処分を行うにあたっては、継続的かつ安定的な一般廃棄物の処理が実施され

るよう、適切な運用を行うこととする。 
（２）一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について 
   一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分は行わない。ただし、次の場合はこの限りではなく、廃棄物の処

理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）、条例及び規則に定める許可

基準のほか東京都北区一般廃棄物処理業許可取扱要綱（１１北環リ第６４４号平成１２年３月３１日区

長決裁。以下「要綱」という。）に定める許可基準を満たす者に限り新規許可処分を行う。なお、汚でい

の収集運搬業については、いかなる場合にも新規許可処分は行わない。 
①一般廃棄物収集運搬業の実施を計画している者が、当該業の実施について事前に北区と協議を行い、一

般廃棄物処理実施計画に適合するものと認められた場合 
②令和２年度から引き続き東京二十三区のいずれかの区で一般廃棄物収集運搬業の許可を有する場合 

（３）一般廃棄物処分業の新規許可処分について 
   法、条例及び規則に定める許可基準のほか要綱に定める許可基準を満たす者であって、一般廃棄物処理

実施計画に適合すると認められ、区が必要と認める一般廃棄物の種類及び中間処理の方法で当該業を行

うものに限り新規許可処分を行う。なお、許可の取得にあたっては、事前に北区と協議を行うこと。 

 

   



 

（１）ごみ、資源

区分 収集量 収集方法等
運搬
方法

処分方法

可燃ごみ
（資源を除
く。）

51,806ｔ
（日量：
167.1
ｔ）

　北区が原則
として週２回
収集する。

　自動車
による。

　東京二十三区清掃一部
事務組合の管理・運営す
る施設で中間処理を行っ
た後、資源化又は東京都
の管理・運営する処分場
で埋立処分する。

金属資源
（小型家
電含む）

1,634ｔ
（日量：
5.7ｔ）

　北区が原則
として月２回
収集する。

　自動車
による。

その他の
不燃ごみ

古紙 13,790ｔ
（日量：
44.5ｔ）

　北区が原則
として週１回
回収する。

　自動車
による。

プラス
チック

びん

缶

ペットボ
トル

　資源のうち、ペットボトルにつ
いては、キャップ等を除き、洗浄
及び簡易な圧縮をしたうえで、定
められた場所に置かれたペットボ
トルの回収用ネット袋等に排出す
ること。
　なお、各町会・自治会等が決定
したコンテナ管理者のうち希望す
る者は、回収に合わせて定められ
た場所にネット袋を設置する等、
ネット袋の管理を行うことができ
る。

紙パック 　北区が公共
施設等の拠点
で回収する。

　資源のうち、紙パックについて
は、洗浄し、切り開いたうえ、乾
燥させ、北区が公共施設等を拠点
として設置した回収ボックスに排
出すること。

別表

種別 区民の協力義務等

 
北
区
収
集
ご
み
・
資
源

１　可燃ごみ、不燃ごみ及び資源
に分別し、定められた場所（原則
としてそれを利用しようとする区
民等が協議のうえ位置を定め、そ
の場所を区に申し出て、区が収集
可能であると確認した場所とす
る。以下同じ。）へそれぞれの収
集日の午前8時までに、排出するこ
と。

２　可燃ごみ又は不燃ごみについ
ては、規則第21条第1項に定める基
準に適合した容器に収納して排出
すること。なお、容器による排出
が困難な場合は、規則第21条第2項
の基準に適合した袋による排出を
認める。

３　不燃ごみのうち、金属資源
（小型家電含む）、ライター、ス
プレー缶、カセットボンベについ
ては、規則第21条第2項の基準に適
合した袋により、そのほかの不燃
ごみとは別にして排出すること。

条
例
第
　
条
第
１
項
に
規
定
す
る
排
出
禁
止
物
を
排
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

不燃ごみ
（金属資源
（小型家電
含む）、そ
の他の不燃
ごみ及び焼
却不適ごみ
をいう。）

　民間の資源化施設へ搬
入し、資源化するものの
ほかは、東京二十三区清
掃一部事務組合の管理・
運営する施設で中間処理
を行った後、資源化又は
東京都の管理・運営する
処分場で埋立処分する。

資源
（再利用を
目的とし
て、分別し
て回収する
もので、古
紙、びん、
缶、ペット
ボトル、プ
ラスチッ
ク、紙パッ
ク、発泡ト
レイ、廃食
油、及び古
布をい
う。）

　再利用が可能な資源と
して、売却等により処分
する。

４　資源のうち、古紙について
は、新聞、雑誌及び段ボールをそ
れぞれ別にひも等で束ねて排出す
ること。

５　資源のうち、プラスチックに
ついては、中身があるものは取り
除き、汚れが付着しているもの
は、軽く洗浄して排出すること。

６　事業系一般廃棄物又は一般廃
棄物とあわせて処理する産業廃棄
物（※1）を北区が収集する場合、
条例第36条の規定により、有料ご
み処理券を貼付して排出しなけれ
ばならない。ただし、これにより
がたいと区長が認めるときは、区
長の指示に従わなければならな
い。

　資源のうち、びん・缶について
は、洗浄し、キャップ等を除い
て、定められた場所に置かれたび
ん・缶それぞれのコンテナに排出
すること。なお、各町会・自治会
等は、コンテナ管理者を決定し、
コンテナ管理者は、回収に合わせ
て、定められた場所にコンテナ設
置等、コンテナの管理を行う。
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発泡トレ
イ

　資源のうち、発泡トレイについ
ては、洗浄し、乾燥させ、北区が
公共施設等を拠点として設置した
回収ボックスに排出すること。

廃食油 　資源のうち、廃食油について
は、使用済みのものはペットボト
ル等のふたのしっかり閉まる容器
に入れ、未開封のものはそのま
ま、北区が公共施設等を拠点とし
て定めた場所に排出すること。

古布 　資源のうち、古布については、
洗濯をしてから、ポリ袋に入れ
て、北区が公共施設等を拠点とし
て定めた場所に排出すること。

粗大ごみ 2,589ｔ
（日量：
8.4ｔ）

　北区が区民
の申告に基づ
き収集するほ
か、区民自ら
が区長の指定
する施設へ運
搬する。

　金属を多く含む粗大ご
み（小型家電含む）を民
間の資源化事業者施設へ
搬入し、資源化する。そ
れ以外の粗大ごみは、東
京二十三区清掃一部事務
組合の管理・運営する施
設で中間処理を行った
後、資源化又は東京都の
管理・運営する処分場で
埋立処分する。

　粗大ごみ受付センターに申告
し、決められた日に排出する。そ
の際、条例第35条の規定により、
有料粗大ごみ処理券を貼付して排
出する。
　なお、粗大ごみに含まれるポリ
塩化ビフェニル（ＰＣＢ）は除去
すること。

― 　小売業者等は、製造業
者等が設置する指定引取
場所において製造業者へ
引き渡す。

― 　適正に再資源化をする
者が行う。

17,859ｔ 　事業者自ら
又は廃棄物処
理業者によ
る。

　自動車
による。

　原則として、東京二十
三区清掃一部事務組合の
管理・運営する施設で中
間処理を行った後、資源
化又は東京都の管理・運
営する処分場で埋立処分
する。

― 　関連する法令等が定め
た施設において適正に資
源化する。

（備考）

※1
・北区が行う家庭廃棄物の収集運搬に支障のない範囲において、家庭廃棄物とあわせて収集する。
・廃棄物の種別のうち、一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物とは、法第2条第4項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行令（昭和46年政令第300号）第2条に掲げる産業廃棄物のうち、廃プラスチック類（原則としてプラスチック製造業及びプラス
チック加工業から排出されるものを除く。）、紙くず、木くず、金属くず（廃油等が付着しているものを除く。）、ガラスくず及
び陶磁器くずをいう。
・区が収集する事業系一般廃棄物及び一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物は、事業規模が常時使用従業員で20人以下、かつ
一排出戸当たり排出する量が一日平均10㎏未満の事業者から排出されるものとする。

※2　「特定家庭用機器再商品化法第２条第５項に規定する特定家庭用機器廃棄物」及び「資源の有効な利用の促進に関する法律施
行令別表第６に規定するパーソナルコンピュータ」は製造事業者等により回収・再資源化することとし、天災その他特別の理由が
あると区長が認めるときを除き、区では収集しない。

※3　引越荷物運送業者が、転居する者から政令に準拠した委任を受け、予め北区に登録した倉庫において管理している粗大ごみに
ついては、原則として一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者が収集する。

パーソナルコンピュータ
※3

　再生利用を目的とし、
適正に収集運搬する者が
行う。

　製造事業者等に申し込むこと。
　排出者は製造事業者等の指示によ
り、回収・再資源化料金を負担するこ
と。

持込ごみ 　区長の指定する施設を利用して処分
する場合は、北区及び施設管理者の示
す基準・方法等を遵守すること。

食品リサイクル対象品目 　事業者が自ら行うもの
のほか、再生利用を目的
とし、適正に収集運搬す
る者が行う。

　関連する法令等に基づき、周辺環境
に配慮して排出すること。

特定家庭用機器廃棄物※2 　区民自らが指定引取場
所に持ち込むもののほ
か、特定家庭用機器再商
品化法（平成10年法律第
97号）第9条の規定によ
る引取義務のある場合
は、区民の依頼により小
売業者が収集する。引取
義務のない場合は、区民
の申告により廃棄物の収
集運搬業の許可を受けた
者が収集する。

　以下のいずれかの方法で、引き渡す
こと。
①製品を購入した販売店、又は同種の
製品を購入する販売店へ引き渡す。
②区民自らが指定引取場所に持ち込
む。
③家電リサイクル受付センターへ申し
込む。
　排出者は、特定家庭用機器再商品化
法第19条の規定により、製造業者の定
めるリサイクル料金を負担すること。
また、引き渡しに際して収集運搬料金
が発生した場合は、その費用を負担す
ること。



 
 

 

（２）し尿、浄化槽汚泥等

区分 処理量 収集方法 運搬方法 区民の協力義務等

し尿（事業活動に
伴って生じたし尿
並びに浄化槽汚泥
及びし尿混じりの
ビルピット汚泥を
除く。）

9.4kl 　北区が板橋区
（板橋東清掃事務
所）に収集、運搬
を委託する。

　吸い上げ自動車
による。

　公共下水道処理区域内において、
くみ取り便所が設けられている建築
物を所有する者は、下水道法第11条
の3に定める期間内に水洗便所に改造
しなければならない。
　便槽内に布きれ、その他の異物を
投入しないこと。
　くみ取り口等から雨水等が流入し
ないようにすること。

事業活動に伴って
生じたし尿

267.4kl

　浄化槽法第10条に定める機器類の
保守点検及び清掃を行うこと。
浄化槽法第7条、第11条に定める法定
検査を受けること。

し尿混じりのビル
ピット汚泥

176.3kl 　事業系し尿等については、原則民
間受け入れ施設へ持ち込むものとす
る。

　一般廃棄物処理
業者が行う。

処分方法

　中間処理を行っ
た後、下水道放流
により処分する
（施設の管理・運
営は東京二十三区
清掃一部事務組
合）。

浄化槽汚泥及び
ディスポーザー汚
泥

257.7kl 　一般廃棄物収集
運搬業の許可を受
けた者が収集す
る。

　一般廃棄物収集
運搬業の許可を受
けた者が自動車に
より運搬する。

（３）動物死体

区分 処理量 収集方法 運搬方法 処分方法 区民の協力義務等

動物死体 889頭 　占有者又は管理
者による自己処理
又は廃棄物処理業
者等による処理の
ほかは、申告によ
り北区が収集す
る。

　自動車による。 　関連する法令等
が定めた施設にお
いて火葬する。

　北区に収集を依頼する場合は、区
が示す基準を遵守し、規則第24条に
定める動物死体届出書により、区長
へ申告すること。
　収集、運搬及び処分に困難を生じ
ないよう北区の指示によること。


